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○南小国町水道条例施行規則 

平成６年４月１日南小国町規則第10号 

改正 

平成15年３月24日規則第２号 

平成18年１月20日規則第１号 

平成19年７月２日規則第11号 

平成25年３月８日規則第３号 

令和４年３月29日規則第10号 

南小国町水道条例施行規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、南小国町水道条例（平成６年南小国町条例第13号。以下「条例」という。）

を実施するため必要な事項を定めるものとする。 

（給水装置新設等の申込み） 

第２条 条例第６条第１項に規定する給水装置新設等の申込者は、別記第１号様式により申し込む

ものとする。 

（給水工事の設計書） 

第３条 条例第８条第１項の設計書は、別記第２号様式より作成するものとする。 

（工事検査の申請） 

第４条 条例第８条第３項の規定による工事検査を受けようとする者は、別記第３号様式により申

請しなければならない。 

（給水の申込み） 

第５条 条例第12条第２項の規定による給水申込み又は第20条給水装置使用の閉止等の申込みは、

別記第４号様式によるものとする。 

（代理人等の届出） 

第６条 条例第14条の代理人、条例第15条の管理人の届出の様式は、次の各号のとおりとする。 

(１) 代理人 別記第５号様式 

(２) 管理人 別記第６号様式 

（検査の請求） 

第７条 条例第19条の規定による検査を請求するときは、別記第７号様式によるものとする。 

（使用者等の変更） 
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第８条 条例第21条第３号の規定による変更の届出は、別記第８号様式により届出をするものとす

る。 

（簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査） 

第９条 条例第43条第２項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況

に関する検査は、次に定めるところによるものとする。 

(１) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。 

ア 水槽の掃除を１年以内に１回、定期に行うこと。 

イ 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講

ずること。 

ウ 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたと

きは、水質基準に関する省令（平成４年厚生省令第69号）の表の左欄に掲げる事項のうち必

要なものについて検査を行うこと。 

エ 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、

かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。 

(２) 前号の管理に関し、１年以内ごとに１回、定期に、簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置

者が給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の

検査を行うこと。 

（雑則） 

第10条 この規則に定めるものを除くほか、必要な事項は、別に定める。 

附 則 

１ この規則は、平成６年４月１日から施行する。 

２ 南小国町水道使用条例施行規則（昭和43年南小国町規則第３号）は、廃止する。 

３ この規則の施行の日までに現に条例の規定に基づいて町長に提出された申請書その他の書類は、

この規則のそれぞれの相当規定による様式により提出された申請書その他の書類とみなす。 

附 則（平成15年３月24日規則第２号） 

この規則は、平成15年４月１日から施行する。 

附 則（平成18年１月20日規則第１号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成19年７月２日規則第11号） 

この規則は、平成19年７月１日から施行する。 
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附 則（平成25年３月８日規則第３号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成25年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 平成25年４月１日から平成25年５月31日までの間は、改正前の別記第１号様式、別記第３号様

式、別記第４号様式、別記第５号様式、別記第６号様式、別記第７号様式及び別記第８号様式を

使用することができる。ただし、訂正が必要な箇所については、訂正し使用するものとする。 

附 則（令和４年３月29日規則第10号） 

（施行期日） 

１ この規則は、令和４年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規定に基づいて行った申請、許可、その他の

行為は、この規則による改正後の規定により行ったものとみなす。 
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別記第１号様式（第２条関係） 
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別記第２号様式（第３条関係） 
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別記第３号様式（第４条関係） 
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別記第４号様式（第５条関係） 
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別記第５号様式（第６条関係） 
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別記第６号様式（第６条関係） 
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別記第７号様式（第７条関係） 
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別記第８号様式（第８条関係） 

 


